
常滑市と日本福祉大学との包括連携に関する協定書

常滑市以下甲という及ひ日本福祉大学以下 L という

発展する大めの包括的な逹扱について、次のとおり恊定を締結する

目的

第1条本協定は甲及ひしの相互の密接な連携・協力ιより地域の課題に適切ι

対府し活力ある個性豊かな地域社会の形成及び相互の発展と充宇 C寄与する」と

を目的とする

(逹桷・協力分野)

第 2条甲及ひしは、前条の目的を実現するため、次の事項につぃて逹携・協力し、

各事業を進める

1 まちづくりと地域の活性化に関すること

②教育・人材育成に関すること

(3)地域産葦の板興ι、関すること

(4 健康・福祉に関する'と

⑤地域防災ι関する」と

⑥前各号、掲けるもののミか、前条の目的を逹成するために殿要な分野における

協力に関すること

2 甲及び乙は定期的に協議を行っものとするまた、具体的な実施事項にっいては、

甲し合意の上決定する

)は、相互に

(守私義務)

第 3条甲及びしは、」の恊定、基づく連扱恊力において知lj得た事項(次に掲げ

る事項を除く。)を相手方の事前の書面ι、よる同意を得ることなく、第三者に開示し、

又は漏洩してはならない

1)提供さ乳大時'き t既ι、公知てある情報又は提供後に白己の貴に悌すべき事由に

よることなく公知となった情報てあるもの

2)第三者から私密保持義務を負うことなく正当に入手した情報てあるもの

3 提砂さ゛た時点で既1、自らが保有していたことが書面により立証てきる情報t

あるもの

4)法令・又は裁,1所の命4、・により開示を義樹寸けら乳たもの

前項に規定する守私義務は、この協定の悠了後においても継続するものとする

有効期間等)

第 4条この協定の有効期間は、この協定を締結した日から4、和6年3 且 31口ま t

とするただし、有効期間の満了日の 1ケ月前まてに、甲しいず乳からも解紡の意

志表示がないときは、白動めこ1年間延長さ航るものとし、以後も同様とする

(協議)

第5条本協定定めのな、事項又は本協定の内容に疑義が生じたときは、甲及びし

が協議して定めるものとする

本恊定の締結を証するため、本書 2通を作成し、甲、しが記名押印のうぇ各自その

1通を保有する

令和6年2万 1日
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